
 

 

１ 地域がつながり地域で育むまち 

１ 協働 

 
 
 
 

  

 

１ 情報の共有   

   

 

町民・議会・行政が連携・協力した協働のまちづくりを進めていくためには、大井町自治基本条例や

大井町情報公開条例に基づき、個人情報の保護に配慮をしながらも、まちづくりに関する情報を提供し、

町民の意見やニーズを適切に受け止めていくことが大切です。 

本町では、ＳＮＳなどの広報機能の充実を図り、町のホームページや広報紙での情報提供に努めると

ともに、町政について話し合える場（懇話会など）や、「わたしの提案・意見」により町民の意見やニー

ズの把握に努めてきました。 

今後もこうした施策に取り組むとともに、本計画における各施策を推進するため、町民に町政への関

心や興味を持ってもらえるよう、まちづくりを進める上で必要不可欠な情報を町民にわかりやすく、ス

ピード感をもって適切なタイミングで提供できるような環境を整備していく必要があります。 
 

  

 

行政情報の提供方法や内容の充実を図るとともに町が保有する情報の透明性や公開性を高めます。 

また、町民の意見やニーズを受け止め、町政に活かし、本計画における各施策を推進します。 
 

情報の発信（協働推進課） 

ＳＮＳなど時代に即したツールの活用による広報機能の充実を図るとともに、広報紙、町ホームペー

ジや地域情報誌などを活用して町内外へ積極的に情報を発信します。 

  

町民ニーズの把握（協働推進課） 

町民と町とが町政について話し合える場（懇話会など）の提供や「わたしの提案・意見」制度の充実

を図り、幅広い層からの町民の意見やニーズを把握し、町政に活かします。 

  

情報公開の推進（総務課） 

町民の知る権利を保障するとともに、守られる情報としての個人情報に配慮をした上で、情報公開条

例に基づいた情報の公開を推進します。いつでも、だれでも、気軽に情報が共有できるように、行政情

報の透明性・公開性を高めていきます。 

  

現状と課題 

施策の方向 
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主な事業の展開 

施策・事業名 
実施時期 

2021 年度 2022年度 2023 年度 2024 年度 2025年度 

自治会担当職員制度の運用  
 

   

自治活動の支援及び助成 
 

    

 

行政と町民の役割 

行政 
自治会担当職員制度の運用 

自治会への加入促進（支援） 

町民 
自治会活動の積極的参加 

ボランティア活動への参加 

  

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度） 

自治会加入率 76% 78% 

施策の目標 

 

施策における主な事業の展開と役割分担 

 

事業推進 

事業推進 
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教育環境の整備・充実（教育総務課） 

計画的に施設や設備の改修を行い、長寿命化を図るとともに、安全で快適な教育環境を整備します。

また、今後の幼稚園・小学校の運営のあり方について検討します。 

 
 

幼稚園、保育園、小中学校連携の充実（教育総務課） 

子どもの資質・能力を育むために、各校種における連携のとれた教育課程の編成に努めるとともに、

校種間における共通活動の理解と情報交換を推進することで、それぞれの円滑な接続に努めます。 

  
 

学校給食の提供と食育の推進（学校給食センター） 

安全安心な給食の提供と、食材と生産者の繫がりに関心を持ってもらうため地場産食材を活用すると

ともに、学校給食を通じて食育を推進します。 

また、給食の提供に支障をきたさぬよう老朽化した設備や備品などの更新を行います。 

    

 

 

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度） 

学校教育の質の向上 

 (校内研究会の実施） 
 (校内研究会）46回 50回 

ＩＣＴ環境の充実（大型提示装

置・実物投影機の整備） 

大型提示装置 55台 

実物投影機  14台 

大型提示装置：小中学校の普通     

教室に 1台 

実物投影機：小学校の普通教 

室に 1台 

ＩＣＴ支援員：各学校に1人配 

       置 

【再掲】幼稚園・保育園・小学

校の連携事業の促進 

（連携事業の実地） 

10 回 10回 

地場産野菜の使用率（重量） 36.6% 39% 

地場産米の使用月数 ― 2 月 

給食時間等の幼稚園や学校への

訪問回数 
42 回 50回 

施策の目標 
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主な事業の展開 

施策・事業名 
実施時期 

2021 年度 2022年度 2023 年度 2024 年度 2025年度 

学力向上支援事業      

ＩＣＴ環境整備      

幼稚園・保育園・小学校の連携

事業 
     

地場産食材の活用      

給食を通じた食育の推進      

給食センター施設管理と備品等

の更新 

 
    

 

行政と町民の役割 

行政 幼稚園・保育園・小中学校の連携事業の実施 

町民 幼稚園・保育園・小中学校の連携事業への参加 

 

  

施策における主な事業の展開と役割分担 

事業推進 

事業推進 

事業推進 

事業推進 

事業推進 

事業推進 
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削除: とおした



 

 

１ 地域がつながり地域で育むまち 

２ 教育 

 

  

 

4 青少年の育成 

 

 

近年の情報化の急速な進展などにより、青少年を取り巻く環境が大きく変化しています。このような

情報化の進展は、生活に豊かさをもたらしている一方で、青少年の健全な育成に有害な情報も多く、非

行や犯罪につながる危険性も考えられます。 

青少年の健全育成の重要性について、町民一人ひとりの認識を深め、学校、家庭、地域社会などが連

携し、地域全体が協力して取り組んでいくことが必要です。 

本町ではこれまで、地域の各種団体との連携のもと、青少年の地域行事への積極的な参加の促進や長

期休暇中の夜間パトロールの実施などに努めてきました。 

また、青少年の体験活動を積極的に促し、集団活動をとおして連帯感を深めて助け合いの精神を養う

ことができるキャンプやスキーなどを開催してきました。 

今後もこれらの活動や様々な行事のさらなる充実を図りながら、青少年がのびのびと健やかに成長す

ることを実現するために、地域全体が一致協力して取り組んでいくことが必要です。 

 

 

 

社会の変化に対応できる資質と意欲をもち、広い視野をもった青少年を育成するため、学校・家庭・

地域などとの連携を図りながら、広く町民の理解と協力を得て、青少年の健全育成を推進します。 

 

健全な青少年の育成（生涯学習課） 

情報化の進展でＳＮＳなどを通じて不特定多数の人との交流により非行や犯罪につながる危険性を

防ぐため、青少年の地域行事への積極的な参加の促進や夜間パトロールの実施をすることで、地域全体

で青少年を守り支え育てていきます。 

     

 

  

現状と課題 

施策の方向 
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削除: インターネットなどを通して



 

 

５ 地域の特性を活かした産業による交流が活発なまち 

１ 農業・商業・工業 

 

  

 

2 商業・工業 

 

 

本町では、人口減少や高齢化に伴う事業承継問題、大手法人の移転・再編に伴う地域内経済の低迷な

どにより町内企業及び事業者数も減少傾向にあるなか、県西地域活性化プロジェクトに基づき、地域の

活性化につながる拠点施設として、「未病バレーBIOTOPIA（ビオトピア）」事業を推進してきました。 

また、足柄上商工会（大井町商工振興会）との連携により、経営発達支援計画を策定し、経営改善に

向けた支援策を講じるとともに、小規模店舗における独自の商業サービスの提供に向け、町内の農産物

を使用した新たな特産品の開発や、「地酒で乾杯を推進する条例」の施行により、地域産業の活性化に向

けて取り組むなど、様々なイベントの企画・運営を行い、町内外の人々との交流を促進し、商業の発展

に努めています。 

今後は、空き店舗対策を含め小規模事業者の経営基盤の充実を図るとともに、特産品のさらなるブラ

ンド化とＰＲ事業の展開等、消費喚起・販路拡大に向けた取り組みや地域経済の活性化へつながるイベ

ントの開催などの取り組みを強化していく必要があります。 

また、地域経済の活性化や雇用の促進を図るため、「未病バレーBIOTOPIA（ビオトピア）」などとの連

携や企業誘致に取り組むとともに、工業に関しては、周辺環境に配慮した特色ある工業の育成に向けて

取り組む必要があります。 

 

 

地域商工業を支える関係団体へ支援を行うとともに、各種交流事業などのイベントの開催、特産品の

販路拡大に向けたＰＲ事業やふるさと納税制度の充実による商工業の活性化を図ります。 

また、地域の雇用促進のため、企業誘致を推進するとともに、新たな企業と地元企業などとの事業連

携に取り組みます。 

 

商業の活性化（地域振興課） 

地域経済の活性化を図るため、地域商工業を支える関係団体へ支援を行い、地域産業をＰＲするイベ

ントを開催するとともに、空き店舗の活用を含め、小規模事業者の経営改善に向けた支援策を講じます。 

 また、町内産の農産物を使用した加工品などの生産にあたり、農業生産者と商工業者の原材料流通体

制を確立するとともに、特産品のブランド化に向け効果的なＰＲ事業を促進し、消費喚起・販路拡大に

つなげます。 

 さらに、大井中央土地区画整理事業地内への商業施設の整備を促進します。 

    

 

 

現状と課題 

施策の方向 
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